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本ガイドラインの策定経緯・位置付け 

 

平成 22 年４月１日より、改正土壌汚染対策法（以下「改正法」という。）が全面施行

されたことを受け、実務に従事する地方公共団体及び事業者の方が改正法に基づき汚染

土壌の処理を行うに当たって参考となる手引きとして、平成 22 年７月に「汚染土壌の処

理業に関するガイドライン（暫定版）」を作成し、その後、必要に応じて改訂を進めてい

るところです。 

今般、汚染土壌処理業者における更なる適正な処理の確保及び法対象外の基準不適合

土壌における適正な運搬・処理の確保の観点から、当該ガイドラインについて、必要な

内容の見直しを行い、改訂第２版を作成しました。 

また、このガイドラインは今後も内容の一層の充実を図っていくこととしています。 

 

平成 24 年５月

環境省 水・大気環境局 土壌環境課
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